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Ⅵ．水質検査における精度と信頼性保証 

 
 
 水質基準への適合を確認するための水質検査は、 配水される水の安全性を確認する

ための検査であり、水道事業者等による水質管理を総体として評価する検査である。 
 
 水質基準項目については、 微生物から化学物質まで多種多様にわたっており、その

検査レベルもμg/lといった極微量レベルでの測定が求められる。当然のことながら、

その測定には、高度の施設や機器を要し、検査者についても相当の熟練した技術が要

求される。さらには、この検査が、需要者が直に口にする水の安全性を確認すること

であることを考えれば、正確、かつ、精度の高いものである必要がある。 
 
 このような特質を考えるとき、 この種の検査にあっては、高い信頼性の保証が求め

られて当然である。このため、これまでも水質検査の精度の管理については、十分な

留意が払われてきたところであるが、厚生労働省が実施している水道水質検査の精度

管理に係る調査の結果を見ると、必ずしも満足できる状態とは言えない状況にある。 
 
 一方、 水道水質検査以外の分野においては、検査の信頼性の確保策として、優良試

験所基準（Good Laboratory Practice, GLP）の考え方の導入が進んでいる。具体的

には、食品衛生の分野では既に導入されており、環境測定の分野でも ISO9000 シリ

ーズや ISO17025 などといった形で、その導入が図られている。 
 
 このようなことから、 水道水質検査の分野においても、今回の水質基準の見直しを

機に、その精度と信頼性保証のあり方について見直しを行うこととした。 
 
１．水道水質の検査方法 
 

(1) 検査方法の特質  
 
 水質基準項目の測定に当たっては、 mg/l から ng/l まで、広範囲にわたり正確な測

定が要求される。その測定方法は、項目に応じて 12 の方法に分類されるが、その特

質を上げれば次のとおりである。 
 
① 目視法と官能法は人の感覚による方法である。  

② 機器を使用しないものには、 滴定法、重量法及び培養法などがある。操作は簡便

（参考資料2）
厚生科学審議会答申
「水質基準の見直し等について」
（H15 年4月）より一部抜粋 
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であるが、熟練を要し、誤差や個人差が大きいなど精度に課題がある。 

③ 人の健康に関する項目は、定量下限値としてμ g～ng/l のレベルが要求されるも

のが多い。論理的に設計された新しい装置を用いてはいるものの、実試料の測定

においては、複雑なマトリックス（共存・妨害物質）の問題などから、人による

誤差を生じやすい。 
 

（検査方法と対象項目）（現行 46 項目） 

検査方法 処理法 対象項目 定量下限(mg/l) 

フレームレス法 Cd, Pb, Cr, Zn, Fe, Cu, Na, 

Mn, As, Se 

0.00x-0.x  

水素化物発生法 ひ素、セレン 0.00x 

原子吸光光度法 

還元気化法 水銀 0.0000x-0.00x 

ICP,ICP/MS 法  ひ素、セレン、水銀を除く金属 0.0000x-0.00x 

P&T,H/S-GC-MS 法 揮発性有機化合物･農薬 0.000x-0.x ガスクロマトグラフ法 

固相抽出-GC-MS 法 シマジン、チオベンカルブ  

HPLC 法 固相抽出-HPLC 法 チウラム 0.000x 

イオンクロマトグラフ法  NO2/NO3-N, F-, Cl- 0.000x 

吸光光度法  ABS, Phenol, NO2/NO3-N, F- 0.0x-x 

透過光測定法  色度、濁度、pH 値 0.0x-x 

滴定法  カルシウム、マグネシウム等、

有機物等 

 

重量法  蒸発残留物 x 

目視法、官能法  色度、濁度、味、臭気  

培養法  一般細菌、大腸菌群  

 
 
(2) 検査の感度・精度  
 
 水道水質の検査法としては、感度及び精度に関し、以下の条件を設定している。  
 
① 原則として基準値の 1/10 の定量下限が得られること。 

② 基準値の 1/10 付近の測定において、金属類では標準偏差（CV）が 10％以内であ

ること、また、有機物では CV が 20％以内であること。 
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２．精度と信頼性保証の観点から見た水道水質検査の現状 
 

(1) 水質検査の実施機関  
 
 水道法に基づく定期及び臨時の水質検査は、 水道事業者等が自ら保有する検査施設、

水道事業者等の共同検査施設、保健所等の地方公共団体の検査機関又は厚生労働大臣

が指定した検査機関（指定検査機関。なお、この指定制度については平成 15 年度に

登録制度に移行することとされている。以下同じ。）により行われている。現行の水

質基準全 46 項目を検査できる施設を有する機関数は、次のとおりである。 
 
（全項目検査実施可能な施設数） 

水質検査の実施主体 平成 14 年度 平成 4 年度 
水道事業者等の自己検査施設 175 96 
水道事業者等の共同検査施設 20 16 
保健所等の地方公共団体の検査機関 76 39 
指定検査機関 161 69 
 
 我が国には約 15,000 の水道事業者等が存在しているが、この表から、大部分の水

道事業者等が、必ずしも全項目でないとしても、何らかの形で保健所等の地方公共団

体検査機関や指定検査機関など外部の機関へ水質検査を委託していることがわかる。 
 

(2) 水道事業者等の水質検査機関  
 

ア．水質検査機関が担う業務 
 
 現在の水道事業者等における水質検査機関に求められているものは、 単に水質検査

を実施するというよりも、原水の変動等を常に把握し、その結果に基づいて最良の浄

水処理条件を設定するなど工程管理的な業務が求められている。また、検査担当者に

ついても、水道水質危機に対応可能な人材育成を目的として、水質検査に関する専門

性の獲得よりも、原水から給水栓に至るまでの水道全体を経験させる人事が行われて

いる。 
 
 このことは高度な専門技術を必要とする検査部門としては矛盾した体制であり、 検

査データの精度向上の観点からすると大きなマイナス要因となっている。従って、水

道事業者等の検査機関では、人材が恒常的に不足し、検査技術の向上が進展しないば

かりか、維持していくことさえ困難となっている。 
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イ．水道事業者の規模の考慮 
 
 大から小まで種々の規模の水道事業者があること、 原水水質の状況がまったく異な

ること、人員、人材の質と規模がまったく異なること等のため、精度や信頼性保証に

係わる問題を同一レベルで議論することは難しい。 
 
 例えば、 精度と信頼性保証のシステムを導入するとした場合、大規模の水道事業者

では、検査機関の規模も比較的大きいと考えられ、精度管理や信頼性保証の体制を構

築できる可能性は高い。 
 
 一方、中規模水道事業者の検査機関（水道事業者等の検査機関の 80％が水質検査

担当者 5 名以下）では、精度管理や信頼性保証の業務が増加することになるため、全

体の検査業務に大きな負担が発生する。なお、中小水道事業者の検査機関では、信頼

性保証ばかりでなく、精度管理あるいは水道水質危機管理についても実施が不可能な

事業体が多い。 
 
 いずれにしろ、 精度と信頼性保証については、検査担当者はもとより、管理責任者

まで多くの人員を動員し、かつ、長時間を要するため、時間と人数、人件費を多く費

やすことになり、業務量が増大し、人材の確保が極めて困難な状況になることが予想

される。特に、全項目の検査を実施している中規模水道事業者への影響は深刻である。 
 

(3) 指定検査機関  
 
 公益法人の検査機関のほとんどは、 食品衛生法をはじめ、多くの法律に基づく指定

検査機関などの資格を取得している。また、浄水処理の工程管理や突発汚染事故時で

の対応などに対して経験を踏まえた相談や水道水質危機管理への貢献が可能である。 
 
 食品衛生法では既に精度管理と信頼性保証の GLP 体制がスタートしている。これ

らの状況から、水道法に基づく検査についても、精度管理や信頼性保証の体制を構築

することは可能であると思われ、ISO9000 あるいは ISO17025 の認可申請の方向で

検討している機関も多いものと思われる。 
 
 民間の検査機関には、 単に分析機器と人材の面から参入した機関と、分析機器と人

材の面に加え技術上の経験が豊富であることをもって参入した機関の 2 つのタイプ

がある。従って、精度管理あるいは信頼性保証体制等への移行には十分対応が可能な

機関と対応できない機関に分かれる。 
 



 49

 特に、 工程管理や水質変動あるいは突発水質汚染等への対応には、全く経験がない

機関の多いことに留意すべきであり、水道水質の危機管理に対応できない可能性が高

い。水道水質危機管理が弱体な中小水道事業者がこれら機関に委託するに当たっては、

浄水処理から危機管理に至るまでの経験と知識を求めるべきである。 
 

(4) 地方公共団体の検査機関  
 
 地方公共団体の検査機関は、 食品衛生法の指定機関をはじめとして多くの法律に基

づく試験検査を行っている。食品衛生法では既に精度管理と信頼性保証の GLP 体制

がスタートしている。従って、水道水質の検査についても、精度管理や信頼性保証の

体制を構築することは可能であり、ISO9000 あるいは ISO17025 の認可申請の方向

で検討できる機関も多いと思われる。 
 
 しかし、 地方公共団体の検査機関のほとんどは、工程管理における検査等には対応

できないことが多い。ただし、長年の経験から水質異常に対しての相談はできる。 
 

(5) 精度と信頼性保証の確保策  
 
 精度管理については、厚生労働省が平成 12 年度より指定検査機関を対象として「水

道水質検査の精度管理に係る調査」を実施してきており、平成 14 年度からは同省の

呼びかけに応じた 150 余の水道事業者等の検査機関もこれに参加している。その結果

によれば、指定検査機関及び水道事業者の検査機関のいずれについても、約 20％が

「不満足」又は「質疑あり」とされる Z 値の絶対値が 2 を超えている現状にある。 
 
 一方、 信頼性の保証については、いずれの機関に対しても調査しておらず、検査デ

ータの信頼性に関する保証がない現状にある。 
 
 水道水質については安全性の担保が前 提条件となっているが、このような状況は、

水道水質危機管理上からも重大な問題である。 
 
３．流通機構の中の医薬品や食品の分野における精度と信頼性保証 
 

(1) 食品分野  
 
 食品分野では、 輸入食品の増加、食品の安全性に関する問題の複雑化等による行政

ニーズの高まりから、食品衛生検査機関における検査業務は、質的に高度な内容が求

められるようになった。また、食品分野における貿易摩擦に伴い国際的な問題にも発
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展したことから、国連食料農業機関（FAO）と WHO の合同委員会である FAO/WHO
合同食品規格委員会、国際標準化機関（ISO）、AOAC (Association of Analytical 
Communities) International において、内部精度管理、検査業務管理などの標準的手

法がとりまとめられた。 
 
 これらの動きを受け、 厚生省（当時）では、食品における検査結果の数値に対する

信頼性確保として、平成 8 年 5 月に食品衛生法施行規則を改正し、実質的な信頼性保

証体制を起動させた。 
 

(2) 医薬品分野  
 
 医薬品分野では、 国際的調和の必要性が叫ばれ、検査データとその保証について検

討が重ねられ、検査結果の保証体制として優良試験所基準（GLP）が構築された。我

が国でも、国際調和の観点から、経済協力開発機構（OECD）や米国の考え方を踏ま

えて GLP 体制が確立され、1980 年代の早い時期からスタートしている。 
 
４．水道水のデータの質に関する特異性 
 

(1) 社会での流通機構を伴わない水道  
 
 水道水は消費者にとって商品であり、 その品質は担保されるべきである。しかしな

がら、流通機構の中でデータの質が極めて厳格に求められる医薬品や食品分野と異な

り、水道水の検査データが商品としての信頼性に直接的に影響することは少なかった。 
 

(2) 水質のデータの質が問われる特殊な状況  
 
 水道事業者以外の他機関との整合性が問われる例としては、 原水での事故等に際し

て、他機関とのクロス検査や水質データの検査請求がなされる場合などである。外国

船への水道水の供給等、流通に関与する対象となる事例は極めて少ない。 
 

(3) データの質の保証の必要性  
 
 水道水質検査データの質は、 現在の体制では、その精度と信頼性保証が担保されて

いない。情報公開や他の分野での信頼性保証体制が確立している状況では、精度に係

わる問題が発生した場合、精度とその保証の手段を持たないことは検査機関や水道事

業者にとって無防備であると言わざるを得ないことを自覚すべきである。 
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 すなわち、 受益者に対して、データの質の保証を確保しないまま、自身の情報のみ

で評価してよいか、あるいは第三者機関による質の保証の体制を組み込んでおくべき

か、について考えておく必要がある。この観点から、データの精度と信頼性の保証を

考えていく必要がある。 
 
 水道事業者等は、 必要な場合、水質検査を地方公共団体の機関又は指定検査機関に

委託することができるが、こういった意味で、精度管理や信頼性保証に関する考え方

を確認した上で委託していくことが重要である。 
 
５．水道水質検査における精度と信頼性の保証のあり方 
 

(1) 信頼性保証体制の導入  
 
 上述のとおり、水道水質検査においても、その精度と信頼性の保証は、極めて重要、

かつ、喫緊の課題であり、その解決のためには、GLP の考え方を取り入れた精度と

信頼性保証の体制を導入する必要がある。具体的には、信頼性保証部門と水質検査部

門に各責任者を配置した組織体制を整備し、標準作業書による作業のマニュアル化を

行うなど、統一的に正確な検査結果を得るための体制を構築していく必要がある。 
 
 検査に関し、 GLP の考え方を取り入れた信頼性保証のシステムとしては、

ISO17025 や ISO9000 が定められている。このうち、ISO17025 では個別の検査項目

毎に信頼性保証の体制の構築が求められる。当然のことながら、水道水質検査独自の

システムを構築することも論理的には可能であるが、現に ISO17025 や ISO9000 シ

リーズが実質的な国際標準として機能している以上、将来の国際的調和を考慮すれば、

これらを参考にしつつ、これらと互換性のあるシステムを導入することが適当と考え

られる。 
 
 そのレベルとしては、 ISO17025 レベルとすることが望ましいが、直ちにこのレベ

ルを求めることは我が国の現状からみて多くの困難が予想される。このため、本専門

委員会としては、まず ISO9000 シリーズのように試験所全体としての信頼性保証体

制の導入を図り、その後、さらに上級の ISO17025 レベルにステップ・アップさせる

ことが適当であると考える。 
 
 なお、 ISO の制度に見られるように、信頼性保証体制の導入に当たっては、外部機

関による査察・認証が不可欠であり、水質検査における信頼性保証体制の整備に当た

っても、これらのシステムを参考にしつつ、査察・認証のあり方について検討するこ

とが必要である。 
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(2) 指定検査機関  

 
 公益法人改革に関連して、平成 15 年度に水質検査機関の指定制度が登録制度に改

められることとされている。その目的は、指定制度を、行政の裁量の余地を極力狭め

る形の登録制度に改めることにより、水質検査分野への民間参入を促進させようとす

るものである。 
 
 しかしながら、 水質検査は、水の安全性を最終的に確認するための機会であり、そ

の質の確保はおろそかにはできない。また、精度管理調査の結果を見る限り、指定検

査機関における精度と信頼性保証のレベルは必ずしも満足できるものとは言えない

現状にある。このようなことを踏まえれば、登録制度の移行に当たっては、上記の信

頼性保証体制の確立を是非とも登録の要件とすべきである。さらに、その実効性を担

保するための外部査察・認証についても十分な考慮がなされるべきである。 
 

(3) 水道事業者等及び地方公共団体の水質検査機関  
 
 GLP を核とする信頼性保証体制の導入については、登録水質検査機関への適用が

必要である以上、水道事業者等の水質検査機関に対しても同様に適用されるべきこと

は論を待たない。需要者、一般国民にとって、供給される水の安全性検査の質が検査

者によって異なることは受け入れ難いからである。 
 
 しかしながら、 水道事業者等の水質検査機関の現状を見る限り、これを直ちに適用

した場合、特に、中小規模の水道事業者では業務量増大・人員不足などにより自主検

査から委託検査に切り替えるものが増加することが予想され、これまで自主検査によ

って確保されてきた水質管理への対応体制が不十分になるおそれがあり、水質検査本

来の目的である水道水質管理自体に問題を生じかねない。 
 
 従って、 水道事業者等の水質検査機関については、一定の猶予期間をもってこれを

適用させることとし、その間、水道事業者等による自主的な取り組みを求めていくこ

とが適当であると考えられる。 
 
６．精度と信頼性保証の制度を導入する場合の留意点 
 

(1) 水道事業者等の水質検査機関  
 
 大規模な水道事業者等では精度と信頼 性の保証体制の確立は可能と考えられるが、
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中小規模の水質検査機関では 4～5 名の担当者で運用しているのが現状であり、精度

と信頼性の保証体制が導入された場合、業務量の増大は明らかで、人員及び人材不足

の状況が生まれると考えられる。 
 
 特に、 人員確保による経費増大ばかりでなく、高度な人材確保の困難さから、自主

検査を放棄して民間検査機関等へ委託する事業体が増加することが予想される。この

場合、工程管理のための検査等のきめ細かな水質管理の不徹底等が起こる水道事業者

が増加する可能性がある。このことは、これまで自主検査によって確保されてきた水

質管理への対応が不十分になるおそれを惹起する。 
 
 従って、 これらの水道事業者等に対しては、必要最小限の精度管理は行うがそれ以

外の一部または全部の信頼性保証に係わる業務は切り離して外部機関への委託等を

検討するか、あるいは近隣事業体との共同運営を検討するなど、水道水質検査体制の

整備と整理について時間的猶予を与えて検討させる必要がある。 
 

(2) 指定検査機関（今後登録検査機関に移行）  
 
 現在の指定検査機関については、既に ISO9000 や ISO17025 を取得している機関

もあることから、業務量は増加するものの、信頼性保証体制の整備は比較的スムーズ

に進むものと考える。 
 
 指定検査機関の一部には、 浄水処理の相談や突発汚染事故時での対応などにおける

経験が豊富であることから、水道水質危機管理にある程度貢献できると考えられる。 
 
 公益法人でない民間の検査機関が新たに参入した場合、 これらの機関では、分析機

器、人材が豊富であることから、精度管理あるいは信頼性保証体制への移行は十分対

応可能であると考えられる。 
 
 しかしながら、 工程管理や水質変動や突発水質汚染等に対する水道事業者に対する

対応や全く経験がないことから水道水質の危機管理には対応できないと考えてよい。 
 
 従って、 中小水道事業者にあっては、民間検査機関に検査を依頼する場合には、浄

水処理から危機管理に至るまでの経験と知識の保持を要求することなどが必要であ

るとともに、相互の信頼関係を確立する必要がある。また、中小水道事業者と民間検

査機関との間で水道水質危機管理マニュアルを明確に設定しておく必要がある。 
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(3) 地方公共団体の検査機関  
 
 地方公共団体の検査機関では、既に食品分野で GLP 体制の整備が完了し、機能し

ている状況である。従って、水道水質検査にもこの体制を組み入れていくことは比較

的容易である。 
 

(4) 統一精度管理調査の実施  
 
 これまで、水質検査の分野における GLP を核とする精度と信頼性の保証体制の導

入につき提言してきたところであるが、これはあくまで各検査機関が最低限満たすべ

き要件であり、標準試料を用いた統一精度管理の実施により検査機関間における水質

検査技術の格差是正、向上に努めていくべきである。 
 
７．付言 
 
 水質検査という言葉で表されるものには、 原水の取水から浄水処理、配水に至るま

での一連の水質管理の状況を確認するための検査と水質基準に適合しているかどう

かを判断するための検査という 2 種類の検査があると考えられる。これらが相俟って、

水道水質管理の徹底、ひいては、安全な水の供給という水道の使命に寄与するもので

あるが、その精度や信頼性保証の問題を考える場合、これらを混同すると、議論が混

乱する恐れがある。 
 
 原水の取水から浄水処理、 配水までの一連の水質管理の状況を確認するための水質

検査は、原水の変動、浄水プラントの運転状況などを把握し、これを水質管理システ

ムに反映させるために行われるものである。 
 
 従って、 検査項目は、リアルタイム、あるいは準リアルタイムで取得することがで

きる項目が選ばれる必要があり、水質基準項目のように、多段階にわたる操作が必要

で、その結果の取得のために時間を要するような項目は、この目的に適さないことが

多い。これらに該当する検査項目としては、例えば、色や濁り、水温、pH、アルカ

リ度、電気伝導度などがあげられよう。いずれにしろ、目視や自動監視装置により瞬

時にデータを取得できるような項目である必要がある。 
 
 このような特質を考えるとき、 この種の検査で重要なのは、μg/l のオーダーでの

検査の正確さではなく、迅速性と継続性の観点である。迅速性により急な水質等の変

動が検知され、継続性によりシステムの管理状況の可否が判断されるからである。 
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 この観点からすると、 この種の検査は、水道事業者自らによって行われるべきであ

り、水道法 20 条のただし書きに基づき、地方公共団体の機関や指定検査機関に委託

して行う場合であっても、この点を踏まえて委託すべきである。 
 
 なお、 ここで検討した「精度と信頼性保証のあり方」については、あくまで水質基

準への適合を確認するための水質検査に適用するものであり、水質管理システムの運

転のために行われる水質検査に適用するものではない。当該検査については、別の観

点から検討されるべきものである。 
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（参考）平成 14 年度水道水質検査の精度管理に係る調査の実施について（速報） 
 
 
１．概要 
 水道法に基づき水道の水質検査を実施している主な機関を対象として、 統一試料

を用いて各機関における検査精度の現状を調査した。なお、本調査については現在

とりまとめ中であり、その結果次第では内容に変更があり得るものである。 
 
２．対象機関 
 水道法に基づく水質検査の実施機関としては、 ①水道事業者等が自己若しくは共

同で所有する水質検査機関、②厚生労働大臣指定の水質検査機関（いわゆる 20 条

機関）、③地方公共団体の機関（地方衛生研究所、保健所など）の 3 種類があるが、

このうち主たるものは①及び②である。このため、今回は、 
・厚生労働大臣指定の指定検査機関  158 機関 
・一定規模以上の水道事業者等（注）が所有する 46 項目の水質検査が可能な 185
機関のうち、本調査にご協力いただいた 155 機関 

を対象とした。 
 なお、 指定検査機関は指定の条件で精度管理調査の受検義務があることから過去

に 2 回調査を実施しているが、水道事業者等が所有する水質検査機関は今回が初め

ての調査である。 
 
（注）計画給水人口 5 万人以上の水道事業者若しくは計画最大一日給水量 25,000m3 以上の水

道用水供給事業者が所有する水質検査機関 
 
３．調査方法 
 カドミウム及び鉛が入った金属 試料水並びにトリハロメタン類（THM）の各成

分が入った有機物試料水を、対象 313 機関あて濃度を伏せて送付し、その測定結果

の報告を受けた。なお、各項目の調整濃度は以下のとおりである。（単位はμg/L） 
 

 ロット A ロット B 基準値 
カドミウム 2.4 1.8 10 
鉛 6 9 50 
総トリハロメタン 70 70 100 
クロロホルム 20 20 60 
ジブロモクロロメタン 20 20 100 
ブロモジクロロメタン 8 12 30 
ブロモホルム 22 18 90 
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４．集計及び解析状況 
 提出された報告を Z スコアー（注）により評価した結果を以下に示す。 

 
Z スコアーによる評価結果                  （単位：機関数）  

指定検査機関 水道事業者等検査機関 区 分 

分析項目 満足 質疑あり 不満足 満足 質疑あり 不満足 

カドミウム 121 22 15 129 5 18 
鉛 127 10 21 104 13 35 
総トリハロメタン 129 16 11 134 7 10 
クロロホルム 134 9 13 133 11 8 
ジブロモクロロメタン 127 16 13 133 7 11 
ブロモジクロロメタン 135 12 9 126 10 9 
ブロモホルム 127 17 12 131 11 9 

 
 
（注）Z スコアーとは、異常値など極端な結果の影響を最小にしつつ各データのばらつき度合い

を算出するために考案された「ロバストな（頑健）統計手法」による統計量のことであり、

ISO/IEC ガイド 43-1（JIS Q 0043-1）に規定されている。Z スコアーの評価基準は、一般

的には以下のとおりである。 
｜Ｚ｜≦２ ： 満足 

２＜｜Ｚ｜＜３ ： 質疑有り 
｜Ｚ｜≧３ ： 不満足 

具体的なＺスコアーは、以下の式により求められる。 
Ｚ＝（ｘ－Ｘ）／ｓ 

ここで、 
ｘ＝各データ、Ｘ＝データの第 2 四分位数（中央値） 
ｓ＝0.7413×(データの第 3 四分位数－データの第 1 四分位数) 
であり、また、データの第ｉ四分位数とは、N 個のデータを小さい順に並べた時の

[{i(N-1)/4}+1]番目のデータを示す。（小数の場合はデータ間をその割合で補完して求め

る。） 

 
５．当面の措置 
 今回の調査結果は各機関にフィードバックし、 不満足な結果を出した機関につい

てはその理由を考察させ、今後の水質検査の精度向上に資するよう努力させる。 
  
６．今後の対応 
 今回の精度管理調査では、 通常の水質検査方法とは異なる書式で結果を提出させ
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ているため、誤記などの単純ミスにより不満足な結果となった場合も何例か見受け

られた。しかし、そのような例を除いても、 
① 20 条機関も水道事業者等の水質検査機関も、現状のままでは、水道水質検査で

十分に満足のいく結果が出せない可能性があること 
② 従って、 外部の機関により定期的な精度管理のチェックを行うと共にその結果に

基づく内部での水質検査の改善対策が必要であること 
が判明した。 
このため、今後、水道法に基づき水道の水質検査を実施する機関に対しては、内

部精度管理による自己の精度管理を求めることだけでなく、外部機関による精度管

理のチェック体制の確立を求めることも重要である。 
 




